
 

 

令和 4 年１２月２日 

練馬区立関中学校 保健室 

 

寒さが身にしみる気候になってきました。例年、12 月頃になるとインフルエンザの流行が始まります。ここ数年、インフルエンザ

の流行は見られませんでしたが、今年は新型コロナウイルスとの同時流行が心配されています。11 月中旬には、八王子市の学校でイ

ンフルエンザ様疾患による学年・学級閉鎖を行った学校がありました。 

新型コロナウイルスやインフルエンザの予防接種を受ける予定の人でまだ接種していない人は、早急に済ませましょう。特に 3 年生

は受験がありますので、早めに接種することをお勧めします。 

 

 

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。 

下記の点を参考に、感染が拡大する前の準備をお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスやインフルエンザ、かぜの主な感染ルートは「飛沫感染」や「接触感染」と言われています。 

せきやくしゃみでつばと一緒に飛んだウイルスが、空気中を漂い、それを吸い込むことで感染します。また、ウイルス

が付いたところを触った手で食事をすると、ウイルスを体の中に取り込んでしまいます。 

参考資料：厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応」 

健康観察や基本的な感染症対策の継続 

日頃から健康観察を心がけ、引き続き換気、手洗い、適切なマ

スクの着脱など、基本的な感染症対策をお願いします。 

②抗原検査キットや解熱剤、食料品や日用品の準備 

今夏を上回る感染拡大が生じた場合は、医療機関にすみやかに受

診ができない可能性も考えられます。発熱などの体調不良に備え

て、あらかじめ検査キットや解熱剤を準備し、セルフケアの準備

をしておきましょう。また、自宅療養に備えて、食料品や飲料水、

日用品などを準備(5～7 日分を目安)しましょう。 

※抗原検査キットは、「研究用」ではなく、国が承認した「医療用」または「一般用」

のキットを使用してください。 

ワクチン接種 

感染が本格的に拡大する前に、新型コロナワクチンやインフル

エンザワクチンの接種を検討することをお勧めします。 



現在、新型コロナウイルスの感染拡大が続いていて、練馬区から発表されている陽性率や新規感染者数も増加傾向

です。改めてのお願いになりますが、本人およびご家族の体調不良（のどの痛み、咳、鼻水、頭痛、発熱など）がある場合に

は、登校を控えて自宅で休養し、状況に応じて受診、ＰＣＲ検査や抗原検査等を受けていただくようお願いいたします。 

 

＜練馬区内医療機関からの陽性報告者数＞ 

※12 月１日現在 練馬区ホームページより 

期 間 陽性者数（人） 陽性率（％） 

10/23～10/29 911 21.5 

10/30～11/5 1278 33.6 

11/6～11/12 1730 32.3 

11/13～11/19 1959 41.0 

11/20～11/26 2361 46.4 

※陽性率とは、検査数に占める陽性者の割合です。 

※医療機関を受診せず、検査キットを用いた自己検査等で 

陽性となり、東京都陽性者登録センターにおいて登録され 

た方は上記の陽性者数含まれていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※練馬区ホームページ「重症化リスクに応じた外来受診・療養のリーフレット」より引用 

東京都では、発熱等の症状が出たときや濃厚

接触者になった方に、検査キットを無料で届

けてくれるサービスがあります。QＲコード

が読み取れない場合や申し込み等の詳細につ

いては、練馬区や東京都のホームページに記

載されていますのでご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：厚生労働省ホームページ 日本環境感染学会とりまとめを一部改変 （令和 2年 3月 1日版） 



12 月になり、かぜやインフルエンザ、感染性胃腸炎などの感染症が流行する季節となりました。引き継き、新型コロナウイルスの流

行も心配です。今後も、学校では感染症の予防と体調不良の生徒への迅速な対応に努めていきます。 

 さて、感染症の中には、本人の休養と他人への蔓延を防ぐため、学校保健安全法の規定により「出席停止」となる感染症（学校感染症）

があります。※「出席停止」の場合は、欠席に扱いにはなりません。 学校感染症は下記の通りです。学校感染症と診断されましたら、

早急に学校までご連絡いただき、医師から登校の許可が得られるまでの間は、ご家庭でゆっくり療養してください。 

 なお、登校の際には保護者様記入の「登校届」が必要になります。必ず「登校届」持たせて登校するよう、お願いいたします。「登校

届」は、学校のホームページからダウンロードし、ご家庭にてプリントアウトしていただくか、学校にある用紙をご兄弟や友人などを通

じてお渡しすることもできます。 

 また、新型コロナウイルスの感染予防のため、発熱の有無に関わらず、かぜ症状などの体調不良がある場合はお休みしていただくこと

をお願いしております。また、ご家族にかぜ症状などの体調不良がある場合も、お休みいただくようお願いいたします。なお、この場合、

出席停止扱いとしていますが、登校届の提出は不要です。 

ご不明な点等がありましたら、関中学校保健室までお問い合わせください。 

種別 
学 校 感 染 症 と 出 席 停 止 の 基 準 

病 名              出 席 停 止 の 期 間（H24.4改正） 

第
一
種 

鳥インフルエンザ（H5N1） 

新型コロナウイルス 
治癒するまで（病気がなおるまで） 

第
二
種 

インフルエンザ 発症した後５日、かつ、解熱した後２日経過するまで 

 ただし、症状

により学校医

その他医師が

感染の恐れが

ないと認めた

時は、この限り

ではない。 

百日咳 
特有の咳がとれるまで、または、５日間の適正な抗菌

性物質製剤による治療が終了するまで 

麻疹（はしか） 熱が下がってから３日経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳、顎または舌の下が腫れ出した後５日を経過し、か

つ、全身状態が良好になるまで 

風疹（三日はしか） 発疹が消えるまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹がかさぶたになるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主な症状がなくなったあと２日経過するまで 

結核 専門医等において感染の恐れがないと認められるまで 

第
三
種 

腸管出血性大腸菌感染症（O-157等）  

症状により学校医、専門医により 

 

感染の恐れがないと認められるまで。 

 

 

流行性角結膜炎 

急性出血性結膜炎 

コレラ・細菌性赤痢 

溶連菌感染症 

ウイルス性肝炎 

手足口病 

伝染性紅斑 

マイコプラズマ感染症 

感染性胃腸炎（ノロウイルス等） 

その他 

●医師より、登校許可の診断が出されましたら、「登校届」を

記入し、登校時に学校に提出してください。学校のＨＰから

プリントアウトするか、学校にある用紙をお渡しすることも

できますので、必要な場合はお申し出くだい。 

●本人・ご家族のかぜ症状で欠席する場合も出席停止になりま

すが、登校届の提出は不要です。 


